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板橋区障がい福祉計画等（中間のまとめ）に対するパブリックコメント 

 

時期：平成 29年 11月 18日（土）～12月４日（月）【17日間】 

件数：１４４件、１８人 （郵送１人、窓口１人、FAX２人、メール１４人） 

 

№ 項目 意見の概要 区の考え方 

1 障がいの範囲につい

て 

乳幼児の段階からの早期発見や支援

開始が求められる今、手帳の所持に限

らず障がい者支援を必要とする者を対

象とすることは、必要なことだと考える。 

例えば、児童発達支援では、手帳を所持しな

い幼児にもサービスを提供するなど、対象を

手帳所持者に限らず、必要に応じて支援を

実施しています。 

2 障がい者の増加傾向

について 

 障がい者が増加傾向である原因と事

情は何か。 

身体障がいは高齢化が主要因であり、知的・

精神障がいでは、障がいを受容しやすい環

境に変わりつつあることが要因と分析してい

ます。 

3    今後３年間で、障がい者はどの程度

の人数になると予測しているか。 

今後３年間で増加傾向が大きく変わることは

ないと予測しています。 

4 健常者と障がい者と

の関係について 

 一般区民の障がい者に対する意識の

低さは問題ではないか。障がい者が日

常的に地域の中に出て、一般区民と共

に活動できる場や機会を設けることで、

障がい者に対する理解が深まるのでは

ないのか。 

障がい者に対する理解の促進について、重

要な課題として受けとめており、本計画の重

要施策として、地域での社会参加の促進を

記載しております。 

5    障がい者に対する支援やサービスの

殆どが閉鎖的に行われている為に、一

般区民の意識が低いのではないか。 

障がい福祉サービス、特に日中活動系のサ

ービスについては、利用者のプライバシーに

配慮しつつ、地域で活動する事業所が少なく

ありません。 

6    障がい福祉サービスは、地域の中で

一般区民と共に暮らし活動することを旨

として行うべきではないか。 

ご指摘のとおりであり、実際、多くの事業所

で、利用者のプライバシーに配慮しつつ、そ

のように運営されています。 

7 保育園、幼稚園への

受け入れについて 

  

  

  

療育を受けている半数近くの子どもは

保育園や幼稚園にも通っていないと思

われる。”多くの障がい児”とあるが、”

希望する全ての障がい児が”通えるよう

にするべきではないか。 

保育園や幼稚園への通園が困難な幼児がい

ることは、把握しています。理念として、希望

する全ての障がい児が通えることは望ましい

ことですが、まず、少しでも多くの障がい児が

幼稚園や保育園に通園できるよう、環境を整

備します。 
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8 

 

保育所等訪問支援は保護者の意識が

そこで育つ良さがあるが、保護者の自

覚や必要性の理解がない段階からでも

サービスに繋げ、適切な段階での連携

する仕組みも有用だ。 

療育においては保護者の自覚も重要であり、

関連機関において、サービスをつなげていけ

るよう、保護者に働きかけていきます。 

9 

 

幼稚園や保育園で、障がい児支援の必

要性について学び合い、また連携して

取り組む必要があるのではないか。ボ

ーダーラインの子どもたちも課題である

（同様他１件）。 

ご指摘のとおり、療育と、保育・教育機関の

連携を強化し、いわゆるボーダーラインの子

どもたちを支援します。その際、支援者が障

がいについて学ぶことは重要と考えます。 

10 

 

幼稚園の障がい児指導について、特別

教育事業補助金が用意されているが、

必要な経費の一部しか対応していない

ため、より一層の拡充を求めたい。 

区立幼稚園をインクルーシブ教育推進の連

携拠点とし、私立幼稚園からの相談窓口機

能を担うことで、私立幼稚園での要支援児の

受入を支援し促進します。 

また、私立幼稚園における要支援児受入数

増加に向けた仕組みの検討を行います。 

11 通常学級について 通級や特別支援教室だけでなく、通常

学級の先生方にも、発達障がいに対す

る理解を深めてほしい（同様他２件）。 

今後も特別支援教育に関する研修等の充実

を図り、教職員の理解向上に努めます。 

12 不登校について 不登校になる前に、自己肯定感の低下

や二次障がいの予防について、学校全

体で取り組んでほしい。 

 全ての区立小中学校では、児童・生徒が欠

席した際に「板橋区不登校対応マニュアル」

及び「板橋区欠席時電話対応マニュアル」に

基づき、家庭訪問や電話連絡等を行い、家

庭と連絡を取りながら、欠席が続かないよう

に、個に応じた指導と支援を行うよう努めて

います。不登校の改善に向けて、保健室や

相談室で個別に対応しているケースもあり、

管理職や生活指導主任・特別支援コーディネ

ーターを中心に今後も組織的な対応に努め

ます。 

13 発達につまづきのある児童生徒に対

し、さまざまな機関が連携して、不登校

に対応してほしい。 

区立小中学校では特別支援コーディネータ

ーを中心に関係機関との連絡調整や校内委

員会の企画・運営を行っています。今後も、

子ども一人ひとりの現状把握に努め、個別に
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応じた適切な指導と支援を行うように努めま

す。 

14 障がい児の放課後等

のあり方等について 

  

  

家族と子どもがどのように生活できる

か、上手に組み立てられるように、放課

後等デイサービス以外にも、移動支援、

日中一時支援等広がりがほしい。 

学齢期障がい児の放課後のあり方につい

て、放課後等デイサービス以外の活用も、ソ

ーシャル・インクルージョンの視点から検討し

ます。 

15 

 

中学生以降の障がい児にとって、あい

キッズにあたる場や機会をどのように考

えているか。 

思春期以降の障がい児の放課後のあり方に

ついて、放課後等デイサービス以外にどのよ

うな形が考えられるか、検討します。 

16 

 

放課後等デイサービスの支給決定状況

をみると、多くが特別支援学校や特別

支援学級（知的）の児童生徒であり、情

緒障がい等通級指導学級や特別支援

教室、通常の学級の児童生徒は少数と

あるが、何と比べて少ないという意味

か。利用人数のみからでは、それが実

際に少数か判断できない。 

現行の放課後等デイサービスは、多くは手帳

を所持する身体・知的の障がい児により利用

されていますが、現状の活用が望ましいあり

方か、発達障がい等の放課後のあり方も含

めて、検討します。 

17 

 

児童発達の事業所では、サービスの多

様性がもう少しほしい。 

今後、児童発達支援のあり方について、検討

します。 

18 

 

放課後等デイサービスの配置基準が厳

しくなり、報酬についても明るい見通し

があるわけではない。放課後デイサー

ビスの質を担保するためのサポートをし

てほしい。 

放課後等デイサービスのあり方について、国

の方向性を踏まえつつ、検討します。 

19 発達障がいについて 

  

  

発達障がいを持つ親子に対して、寄り

添ってくれるような支援、軽度の発達障

がいのある人の抱える多様な問題に対

しても配慮してほしい。 

発達障がいの幼児がいる家庭で、ご家族に

も発達障がい者がいる場合、ご家庭全体の

問題としてとらえ、相談支援等の対応をして

います。 

20 

 

「障がい」からくる「生きづらさ」の質の違

いを理解することに努め、その子どもと

親にあった支援をめざしてほしい。 

ご指摘のとおり、ご家庭ごとの課題を理解す

ることに努め、そのご家庭にあった支援をめ

ざします。 

21 発達障がい者支援センターでは、専門

性を持った職員を配置し、いつでも相談

できるように体制を整えてほしい（同様

他２件）。 

発達障がい者支援センターでは、本人や家

族が気軽に相談できる窓口を設け、詳しい専

門家による対応と、関係機関との密な連携体

制の構築に努めます。 
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22 医療的ケアについて 

  

  

重要施策の「障がいの特性に応じた支

援」に医療的ケア児についての記述が

ないので、入れてほしい。 

医療的ケア児への対応について、主に乳幼

児期に判明することが多く、「主に幼児期の

課題」として取り上げています。ライフステー

ジ全般の課題であることは理解しておりま

す。 

23 

 

医療的ケア児に対する具体的な目標設

定、対応への記載をすべきだ（同様他１

件）。 

今後、医療的ケア児の受け入れ目標等につ

いては、国が示す予定である医療的ケア児

の定義等を参考にしつつ、区の保育や教育

等の全体計画等を踏まえて、検討します。 

24 

 

児童発達支援や放課後等デイサービス

の利用人数は増加しているが、見込量

から大きく外れてはいない。医療型児童

発達支援は、平成 28年度は見込量 5

に対して実績１１と、大きく見込を上回っ

ている。 

医療型児童発達支援は、当区に事業所がな

く、主に都立北療育センターで供給していま

すが、都全体でも拠点が限られることにより、

都立北療育センターとの契約状況等によっ

て、利用に変動が生じているものと理解して

います。 

25 

 

医療的ケア児の家族介護者には 24時

間 365日、常に子から離れられず寝不

足で過ごし、外出もままならない生活を

送る者もいる。在宅レスパイトのための

訪問看護事業は必要不可欠なセーフテ

ィーネットの 1つであり、早期の事業開

始を検討してほしい。 

今後、在宅レスパイトのための訪問看護事業

について、実現に向けて検討を進めます。 

26 

 

重症心身障がいや医療的ケアへの対

応は、障がい児だけの問題ではなく、大

人でも議論をすべき課題ではないか（同

様他１件）。 

 

住み慣れた地域で暮らし続けるために、重症

心身障がいや医療的ケアへの対応は、重要

な課題と認識しています。今後、自立支援協

議会当事者部会等で大人の医療ケアについ

て議論するか、現在障がい児を想定している

重症心身障がい・医療的ケア会議で議論す

るか、各会議での議論の展開を踏まえて、検

討します。 

27 地域で暮らし続ける

仕組みについて  

  

基幹相談支援センター事業を含む総合

福祉センターの設置を計画に組み入れ

てほしい。 

総合福祉センターの役割及び想定される土

地での区全体での優先度について、まだ明

確でないことから、本計画には記載しません

が、引き続き検討を進めます。 

28 

 

知的障がいや発達障がいに詳しい相談

支援事業所・相談員が不足している。増

やすことを計画に入れてほしい。 

相談支援事業所の質の向上については、自

立支援協議会で検討・対応します。 
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29 

 

グループホームの整備では、重度の身

体障がい者等も地域で暮らし続けてい

けるよう支援体制を組み込んでほしい。 

障がいの重度化は課題として認識しており、

できるだけ地域で暮らし続けられるような支

援体制を検討します。 

30 

 

 発達障がい支援センターを新たに設

置する意義はどれだけあるのか。それ

よりも、発達障がいも含めたあらゆる障

害に対応できる「障がい者総合福祉セ

ンター」を設置してもらいたい。 

発達障がい当事者やその家族から、大人の

発達障がいを支援するセンターの設置要望

を受けています。 

31    包括的な相談支援体制として、あらゆ

る障がいに対応できる総合的な相談窓

口を設置してもらいたい。 

３障がい全てにおいて、多種多様で、さまざ

まな課題があります。基礎的自治体において

は、身近な基礎的相談の役割を担い、状況

によってより専門的な相談につなぐ体制整備

を重視します。 

32    現在「基幹相談支援センター」は、相

談支援を行う職員が利用するものとなっ

ているが、これを、一般区民があらゆる

障がいについて相談できるものとし、場

所も区民誰もが利用しやすい場所に設

置してもらいたい（同様１件）。 

相談支援事業所の質の向上のため、相談支

援事業所を支援する機能が、基幹相談支援

センターに求められています。 

33    一般就労への移行は、数値目標ばか

りを求めるのではなく、障がい者一人ひ

とりがしっかり力をつけ、働く本人も、雇

用する側も十分納得し、安心して長く仕

事が続けられるように、より丁寧に行っ

てもらいたい。 

一般就労への移行については、長期就労の

支援を重視し、重要施策として本計画で記載

しております。 

34    「就労移行支援」を利用し、就労に繋

がらないと、反ってあきらめてしまい、就

労意欲も失せてしまう。失敗しても何度

でもチャレンジできる仕組みにする必要

があるのではないか。 

障がい福祉サービスの利用条件等について

は、国が定めており、基礎的自治体で特例的

対応は困難です。 

35    障がい者が一般就労し安心して働き

続ける為には、就労の場をはじめ、広く

一般に障がい者に対する理解を深めて

もらうことが不可欠ではないか。その為

の施策を示してもらいたい。 

障がい者に対する理解の促進について、重

要な課題として理解しており、本計画の重要

施策として、地域での社会参加の促進を記

載しています。 

36    自立支援協議会の役割が希薄になっ

てしまっていると感じられる。特に障が

い当事者の立場からの発言と議論にこ

当区の自立支援協議会には自立支援協議

会当事者部会があり、障がい福祉政策に関
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そ重点を置いて、内容を充実化してもら

いたい。 

する議論の場として、重要な役割を占めてい

ます。 

37    地域自立支援協議会に新しい部会が

つくられているが、反って全体として内

容が散漫となっている印象を受ける。本

会の開催回数を増やすなど、役割を強

化する必要があるのではないか。 

本計画でお示しした各種課題に対応する会

議体を設置する予定です。 

38 精神障がい者につい

て 

 精神障がい者は、平成 29年度に

4,411人で、特に増加しているとされて

いるが、この数は、精神障害手帳を取

得している人の数ではないのか。 

お見込みのとおりです。 

39   

  

精神障がい者は、障がい手帳所持者だ

けでも毎年約３００人ずつ増加しており

ますが、その要因等は調査、把握してい

るのか。（同様他１件）。 

計画書のコラムで記載したとおり、精神病患

者に対しては、障がい福祉サービス（特に就

労支援関係）を活用した社会復帰の制度が

整備されたため、精神障がい者手帳を取得

する人が、大きく増加したと考えられます。 

40    精神障がいの手帳は、他障がいの手

帳と比べて、取得しやすいのではない

か。 

手帳取得の基準が異なるため、単純には比

較できません。 

41    知的、精神障がいにおいて、比較的軽

度の手帳取得者が増加しているのは、

昔と比べると障がいに対しての抵抗感

が薄くなり、逆に少しでも支援や援助を

受けようとする人が増えているからでは

ないのか。 

知的障がい者になる可能性が急に高まると

は考えにくいため、お見込みのとおりと推測

されます。 

42   

  

 精神障がい者の中には、手帳を取得

していない人が、相当数いるのではない

か。 

お見込みのとおりです。精神保健福祉手帳

はご本人の意思で申請するものですので取

得を選ばない方もいらっしゃいます。一方、必

要な方には、情報が届くよう都と連携して努

めます。 

43  精神障がい者に対しては、全ての罹

患者に確実に手帳を交付する為の支援

をしてもらいたい。 

44    精神障がい者の中で「自立支援医療

(精神通院)給付制度」を利用している人

は何人いるのか。 

東京都の最新データでは、区の平成 27年度

の自立支援医療承認件数は 8,725件です。 

45    統合失調症とは青年期に 100人に１

人の割合で発症するとされている事か

ら、人口 56万人の板橋区には、5,000

未受診の患者もいらっしゃるので、正確な数

の把握は困難です。 
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人程度の罹患者がいると推定できる

が、実際には何人の罹患者が暮らして

いるのか。 

46    統合失調症の患者について、板橋区

ではどのようにその実態を把握して、ど

のような支援を行っているのか。 

必要な支援内容に応じて、福祉事務所・健康

福祉センター・保健所など各担当部署が支援

に携わっています。 

47    統合失調症によって強制入院した患

者およびその家族に対して、板橋区で

はどのようなサポートを行っているの

か。 

 

48    板橋区では、統合失調症を主とした精

神障がい者に対する支援の拠点はどこ

になるのか。 

 

49    精神障がい者にとって特に重要な日

中活動支援系サービスは、特に不足し

ていると感じる。 

精神障がい者の日中活動支援系サービス

は、特に就労支援に関わるものを中心に、利

用が増加しています。 

50    強制入院した精神障がい者など、比

較的障がい程度が重度の人に対する支

援やサービスが不足しているのではな

いか。 

精神病院に入院した精神障がい者は、障が

い福祉サービスではなく、原則医療保険の対

象となります。 

51    より重度であったり、これまで長期に

渡り支援を受けられなかった精神障が

い者に対する支援こそ、優先して早期に

整備し実施してほしい。 

重度や未支援の精神障がい者も、必要に応

じて支援が受けられるよう、今後も努めます。 

52   

 

 精神障がい児とされている人の具体

的な疾患名は何なのか。 

多種多様な精神疾患が小児期に発症しま

す。病名は多岐に渡りますので詳しくはＩＣＤ-

１０（国際疾病分類）第５章Ｆ80～98 をご覧く

ださい。 

53    就学前に気づく精神障がいとは、具体

的にどのような疾患か。 

 

54    計画の中で言われている発達障がい

者は、精神障がい者の中に含まれてい

るのか。 

本計画での発達障がい者は、精神障がい者

に含まれる場合もありますが、必ずしも一致

しません。 

55    精神障害者手帳は「統合失調症」をは

じめ、「うつ病・双極性障害・気分障害」

「てんかん」「依存症」「強迫性障害」「パ

国の精神保健福祉資料（平成 27年 6月の 1

か月間の調査）の東京都のデータでは「器質

性精神障害」150人、「精神作用物質による
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ニック障害」「自閉症」「摂食障害」「認知

障害」「発達障害」「高次脳機能障害」な

ど、様々な傷病や疾病患者が取得でき

るようだが、精神障害者手帳を取得して

いる人の中の、傷病別の人数はどのよ

うになっているのか（同様１件）。 

精神及び行動の障害」61人、「統合失調症」

1262人、「気分（感情）障害」1101人、「神経

症」184人、「生理的障害及び身体的要因に

関連した行動症候群」10人、「パーソナリティ

障害」26人、「心理的発達の障害」233人、

「小児期及び青年期の行動及び情緒障害」

48人、「てんかん」115人となっています。 

56    精神障がいについては、そこに含まれ

る傷病や疾患は多種多様で、それぞれ

が全く違った病気や障がいである。もっ

と丁寧な調査と深い分析を行う必要が

あるのではないか。 

精神障がいを含め、３障がい全てにおいて、

多種多様で、さまざまな要素を備えていま

す。そこで、障がい総合支援法では、標準的

な支援の度合として、障害支援区分を定めて

います。 

57    精神障がい者に対する支援が不足し

ている。早急に精神障がい者の実態を

調査し、支援体制を構築してもらいた

い。 

精神障がい者の障がい福祉サービスの利用

量は近年大きく拡大しており、必要性が大き

いものと理解しています。 

58    「一人ひとりが、自分らしく社会参画で

きる地域づくり」をめざす為の具体策が

示されていない。中でも精神障がい者に

対するそれは、早期に示してもらいた

い。 

本計画に記載してますように、「精神病床の

長期入院患者を地域へ」、「当事者が地域で

暮らし続けるための仕組みづくり」、「長期就

労の支援」等の重点施策は、いずれも「一人

ひとりが、自分らしく社会参画できる地域づく

り」を目指すための具体策です。 

 

59    今回の調査結果によれば、精神障が

い者は非社会的在宅者（すなわち日中

の居場所が家でひきこもり、病院に行く

以外は自宅のみ）が約５０％もおり、二

人に一人が自宅にいることになる。区内

の精神障がい者は 現在約４，４００人

おりその半分の約２，２００人は自宅で

“ひきこもり”の状態で日々生活している

事が推察される。 

この障がい者達を「地域の社会に参加

することが出来るようにする」具体的な

対策や施策を早急に打ち出して頂きた

い。 

60   ソーシャル・インクルージョンという観

点が大切だが、その為の具体策が示さ

れていない。中でも精神障がい者に対

するそれは、早期に示してもらいたい。 

地域での社会参加の促進については、本計

画の重点施策として記載しております。 
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61   

  

 精神障がいによって入院している患者

は何人いて、入院期間はどの程度なの

か。 

厚生労働省平成 26年患者調査によると「精

神および行動の異常」による平成 26年 10

月の入院推計患者数は 265,500人で平均在

院日数は 291.9日です。 

62  精神科病床に入院している人の退院

促進と、退院後の包括的な支援体制を

構築するとあるが、いつまでに、どのよ

うな体制を構築する計画となっているの

か、具体的な内容を早期に示してもらい

たい。 

都が医療計画において、精神病院での長期

入院患者への対応について設定する予定で

あり、都の医療計画に基づいて、体制を検討

します。 

 

63 

  

  

  

 「精神障がいにも対応した地域包括ケ

アシステムの構築」が求められている

が、目標として 2020年度までに協議の

場を設置するだけでは不足だと感じられ

る。できるだけ前倒しに計画を進め、一

日も早くシステムが構築されることを切

望している（同様１件）。 

64    精神障がいにも対応した地域包括ケ

アシステムを構築する際には、「トリエス

テ型地域精神保健福祉」「オープンダイ

アローグ」「ACT」「ピアサポート」「クラブ

ハウス」など、先進のリカバリー思考の

手法を取り入れて、より効果的なシステ

ムにしてもらいたい。 

65    「精神障がいにも対応した地域包括ケ

アシステムの構築」の為の協議の場の

中に、精神障がい当事者が含まれてい

ないが、当事者や家族にも参加してもら

い意見を伺う事は大切ではないのか。 

協議体の構成員につきましては、今後検討し

ます。 

66    障がいの中でも特に精神障がいにつ

いては課題も多いが、その割りに当事

者の発言の場が余りにも少ないと感じら

れる。当事者の声をしっかり汲み取るこ

とが重要で、その為の意見と議論の場

は、強化して設けるべきではないか。 

精神障がいを含めた障がい者から、アンケー

トやパブリックコメント等で意見をいただきな

がら、施策を検討します。 

67  区民はじめ、障がい関係行政、関係事

業者でも、「精神障がい者の人となり、

能力、考え、生活実態を知らなすぎる」
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と日々感じております。 それを埋める

のは、第一には、精神障がい者当事者・

家族と直接話し合ったり意見交換した

り、関係事業所での作業・活動の様子を

視察したりして、障がい当事者の現場の

活動や生活の様子を見聞きすることに

より、精神障がい者の人を理解して頂き

たい。 

一番大切なことは、当事者本人の意見

を聴き、意思を確認することだと思いま

す。 

68   

  

 障がい者の当事者会や家族会は、そ

の実態を伝えたり意見や要望を述べた

り、大切な役割を担っているが、精神障

がい者の家族会は、その障がいの特性

からか、なかなか運営と活動がうまくで

きない。精神障がいなど、家族会の運

営が難しい障がいについては、行政が

まとめる形で家族会や当事者会を設け

てもらえないか。 

精神障がいの家族会等の自立性を重んじつ

つ、自立支援協議会当事者部会等で、ご指

摘等をいただきます。 

69  精神障がい者は他の障がいと比べて

も特に経済的に困窮していると感じる。

精神障がい者に対しても、他障がいと

同程度の経済的支援をする必要がある

のではないか。 

精神障がい者を含め、障がい者の自立支援

について、引き続き取り組みます。 

70    精神障がい者にとって支援の基本は

医療であるが、住み慣れた地域の中

で、最寄の精神科病院にて安心して診

療が続けられることが大切で、更には、

当事者並びその家族の負担を減らすた

めに、訪問による診療が受けられるよう

に、地域包括ケアシステムを早期に構

築してもらいたい。 

平成 26年度より「精神科重症患者早期集中

支援管理料」が新設されており、精神科医療

機関による訪問診療が増えていくことが期待

できます。 

71    精神障がい者に対応した、24時間支

援者常駐型で永住可能なグループホー

ムを設置する必要があるのではない

か。 

現在、国の施策の方向性や、都の補助金制

度の制約もあり、通過型グループホーム以外

の設置は検討しておりません。 
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72    精神障がい者向けの居宅訪問型支援

サービスを、今後どのように整備する計

画なのか。 

現在においても、精神障がい者に対し、居宅

介護等を実施しており、今後も必要に応じて

供給体制を整えます。 

73    精神障がいは青年期に発症するケー

スが多く、本来の学習が十分受けられ

ない人も多いが、このような障がい者に

対する学習面での支援を行うようにして

ほしい。 

障がい者に限らず、学習の機会を確保できな

かった人に対する支援策があります。 

74   

 

 

 

 

 精神障がいについては、世間一般で

の理解が乏しく、偏見的な意識が根深く

浸透してしまっている。その為に当事者

ならびその家族までもが世間体を気に

して、社会的な活動に参加できなくなる

という、見えない大きな障壁がある。そ

れを解消する為の施策を示してもらいた

い。 

地域での社会参加の促進については、本計

画の重点施策として記載しています。 

75    計画全体の中で、精神障がい者に対

する支援策が、後回し、先送りにされて

いる印象をうける。これまでの支援策も

遅れてきたので、今計画では優先して、

特に力を入れて取り組んでもらいたい。 

精神障がいを含め、障がい者施策全般につ

いて、取り組みます。 

76    地域自立支援協議会に、精神障がい

に特化した部会を設けてほしい。 

自立支援協議会の相談支援部会と連携する

地域移行支援連絡会議は、主に精神障がい

者の地域移行を扱う会議体になります。 

77   今回の調査で福祉施設、作業所などに

通っている精神障がい者は９％程度で、

区内では約４００人程度が利用している

と推察される。 

区内の精神障害手帳所持者だけでも約

４，４００人おり、残り４，０００人以上いる

精神障がい者の、生活実態を早急に把

握して、福祉サービスを受けたいと望む

人には、その福祉サービスを受けること

が出来るように、至急対策を講じてほし

い。 

現在サービスを利用していない障がい者が

サービスを必要とする契機について、障がい

者や家族がどのような想定をしているか、今

回のアンケートで調査しています。 

78 

 

障がい福祉サービス

の利用について 

 障がい者の就労意欲が高まっている

とされているが、障害程度が比較的軽

障がいの比較的軽い人が、一般就労を希望

し、就労移行支援等を活用する傾向がありま

す。 
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度な人の障害福祉サービス利用が増え

ているからではないのか。 

79   

 

 

 

 

 

 

 

 平成 26年に就労継続支援Ｂ型事業

所が、突如廃止されてしまった。これに

ついては、事業を運営する社会福祉法

人や行政担当部署に、納得いく説明と、

責任ある対応をとるよう求めているが、

未だになされていない。早急に納得いく

説明と、責任ある対応をとってほしい。 

事業の廃止は、各運営法人の裁量に任され

ています。また、就労継続支援 B型の利用

実績は増加傾向にあります。 

80    障がい福祉サービスの実施状況の数

値から、障がい者の利用傾向を判断し

ているが、実際のニーズに見合った数

なのか疑わしい。もっと丁寧できめ細か

い実態調査をした上で、分析する必要

があるのではないか。 

障がい者の利用傾向については、アンケート

等のデータから総合的に把握しています。 

81    障がいを負いながらも、支援やサービ

スを受けられていない障がい者が相当

数いるのではないか。特に精神障がい

者の中に多いと思うが、このような潜在

的な障がい者は何人いると見込んでい

るのか。 

今回実施したアンケート結果から、サービス

を利用したくてもできない障がい者は、少数と

見込まれます。 

82    支援やサービスを受けられていない潜

在的な障がい者には、どのようにして支

援に結び付けようと考えているのか。 

現在サービスを利用していない障がい者が

サービスを必要とする契機について、障がい

者や家族がどのような想定をしているか、今

回のアンケートで調査しています。 

83    障がい者の総体数と比べて、サービス

の利用者数が少ないのはどうしてなの

か。サービスが不足しているのではない

のか。 

今回のアンケート結果では、障がい福祉サー

ビスを利用していない人について調査してお

り、障がいがより重くなったり、日頃の介護者

に不安が生じたとき、サービスの利用を検討

すると回答が多くありました。サービス不足が

主因とは考えにくいです。 

84    福祉サービスを利用している障がい者

が３割以下と少ないのは、サービスを必

要としながらも、既存のサービスには、

利用する意義や価値が見出せないから

ではないのか。 

今回のアンケート結果では、障がい福祉サー

ビスを利用していない人について調査してお

り、障がいがより重くなったり、日頃の介護者

に不安が生じたとき、サービスの利用を検討
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すると回答が多くありました。使いたいサービ

スのないことが主因とは、考えにくいです。 

85    日中活動系サービスが不足している

のではないか。統合失調症の人の利用

を想定しただけでも、月 20日×5,000

人×年 12 ヶ月＝年 1,200,000人日のサ

ービス需要があるのではないのか。 

障がい福祉サービスの日中活動系につい

て、目立った待機者は確認されていません。 

86    「クラブハウス サン・マリーナ」は板橋

区独自のソーシャルハウス事業として、

毎年 2,700万円もの多額の公費が払わ

れて運営されているが、費用対効果が

薄い。就労継続支援や地域活動支援セ

ンターなど現在の法定制度に従った運

営に切り替えてもらいたい(同様１件)。 

 「クラブハウス サン・マリーナ」は、法人が

自主運営している施設であり、精神科に通院

治療中であれば、手帳のない状況でも利用

できることから利便性が高く、区は運営費を

補助しています。 

87   

 

 

 

 

 地域活動支援センター「スぺースピア」

は、受給者証を発行しなくても利用でき

てしまうので、内容が障がい者支援でな

くなってしまっている。法令に従って受給

者証を発行するべきではないのか。 

地域活動支援センター「スぺースピア」は、

様々な生活支援サービス、地域交流プログラ

ムを持つ自主運営施設であり、受給者証の

発行前から利用できる施設と区では認識して

います。 

87    板橋区の障がい者支援やサービス

は、民間事業者に委託し丸投げにし、た

だ税金を投下して、任せきりにしている

だけではないか。 

障がい者総合支援法に基づき、区は、障が

い福祉サービスの支給決定を行うと同時に、

自立支援協議会等を開催して地域の関係者

の意見を把握するとともに、適宜事業者指導

等を実施しています。 

89 

 

   サービスを利用している障がい者の中

には、親の希望で利用していたり、支援

者の言われるままに利用している人な

ど、必ずしも本人が主体的に利用してい

るのではなく、利用させられてしまってい

る人も多いように見受けられる。サービ

スを利用する際には、当事者の意思や

主体性が十分に尊重されなければなら

ないのではないか。 

障がいのある・なしに関わらず、日常生活の

上で、自己決定は重要と考えます。 

90    障がい者に支払われる工賃が余りに

も少ない。いくら働いても収入が得られ

ないので、一生懸命に働こうとする気持

ちも失せてしまい、生活保護を受給する

一般就労する障がい者、就労継続支援事業

所の利用者は増加傾向にあります。区内の

就労継続支援 B型の事業所も、工賃向上に

取り組んでいます。 
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のが当たり前のようになってしまってい

るのではないか。 

 

91   

 

 

 

 

生活保護を受給している人が就労系

の事業所を利用しても、一生懸命に働

いて収入を得ようという気持ちも薄く、事

業者も利用者に対してより多くの工賃を

支払おうとする気持ちも薄くなり、双方

が怠慢になってしまう。 

92    板橋区内の就労継続支援Ａ型・Ｂ型事

業所で働いている障がい者の工賃額、

時給、月額、年額を、最高額、最低額、

平均額がわかるように示してもらいた

い。 

就労継続支援 A型 B型の制度改正を踏ま

え、平均工賃額等の情報開示について、検

討します。 

93    障がい者にとって、不適当、不相応な

支援を受けてしまうと、反って体調が悪

化したり、社会性や力が衰えてしまった

り、逆効果になってしまう。当事者にとっ

て、どのような支援が適切か、支援を受

けた効果があるのかどうかは、どのよう

に判断をしているのか。 

相談支援事業所等で専門的知見に基づいた

アセスメントを実施しています。 

94    福祉サービスを利用している障がい者

にとって、不利益となる事態が起こらな

いように、常に事業内容のチェックを行

い、厳しく監督、指導を行ってほしい。万

が一、障がい者に対して不利益な事態

が起こってしまった場合には、行政が責

任を持ち、誠実に対処する事を保障して

ほしい。 

介護保険制度と同様に、障がい福祉サービ

スは、基本的に民間同士の契約により給付さ

れるサービスです。障害者総合支援法等に

抵触する運営に関しては、法に基づいた指

導等を行っています。 

95 

  

  

  

 板橋区では地域活動支援センターⅢ

型のサービスは１ヵ所も無いが、なぜ

か。利用する障がい当事者が主体的に

活動する日中活動の場を、地活Ⅲ型の

枠組みで、区の公営で設置してもらいた

い。（同様１件）。 

地域活動支援センターは、障害者総合支援

法に基づく障がい福祉サービスの成立に伴

い、障がい福祉サービスに包摂されない既存

サービスを再定義したものです。地域活動支

援センターの新規設置は想定していません。 

96    障がい当事者が主体的に望んで利用

したくなるように、サービスの内容を見

直し、質を高めてもらいたい。 

ご指摘のとおり、努めます。 
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97    「地域生活支援拠点」を 2020年度末

までに整備するとされているが、具体的

な内容が全く示されていない。その内容

を早期に示した上で、確実に整備しても

らいたい。 

地域生活支援拠点のあり方について検討

し、整備に向けて努めます。 

98 情報の共有について  障がい者の相談を受ける際には、そ

の人の特性や事情などを記載した、共

通書式のプロファイルを本人が持ち、そ

こに相談内容や希望等の記録を継続し

て残すようにすると、相談者が代わって

も経緯を理解し応じられ、本人もよく理

解でき、生涯に渡り一貫した支援を安定

して受けることができるのではないか。 

相談情報等の共有については、情報の秘匿

性に配慮しながら、今後検討します。 

 

 

 

99 

 

ライフステージで共有できる、障がい児

の情報共有の仕組みが必要だ。 

 

100 緊急対応について 緊急時の受入対応体制の整備として、

主たる介護者（親）が急病や緊急時のこ

とで動けなくなった場合を考え、緊急一

時保護赤塚ホームに送迎システムを取

り入れてほしい。 

タクシー券等、他の区の施策等と連携させつ

つ、送迎のあり方について、検討します。 

101 成年後見制度につい

て 

 成年後見制度の利用を望んでいる障

がい者はどれだけいるのか。障がい当

事者の希望を踏まえないで、ただ利用

促進しても、障がい者の為にならないの

ではないか。 

 成年後見制度は、障がい等により判断能力

の欠けた状態にある方を保護・支援するため

の制度です。この制度では、家庭裁判所が

選任した成年後見人が、本人の利益を考え

ながら、本人を代理して契約などの法律行為

をしたり、本人または成年後見人が、一部例

外を除き、本人がした不利益な法律行為を後

から取り消すことができます。 

102    障害者虐待防止法や障害者差別解消

法が施行されたが、障がい者が差別や

虐待だと感じられることがあっても、行

政は差別や虐待として認めたがらず、

対応をしぶっているのではないか。 

法の運用については、各担当において、適切

に対応します。 

103    障がい者に対する差別や虐待につい

ては、障害者差別解消法や障害者虐待

防止法を遵守し、一日も早く世の中から

法の運用については、各担当において、今後

も適切に対応します。 
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差別や虐待が無くなるよう、厳格に対応

してもらいたい。 

104 

 

計画について 板橋区が障がい者施策においても先進

的な施策を実現できるよう、期待してい

る。 

他自治体の事例等を踏まえ、施策を検討しま

す。 

105   

  

 数値目標を示す以上に、障がい者(児)

にとって、より生活が良くなるという希望

が持てる、具体的な内容を示す計画とし

てほしい。 

ご指摘のとおり、努力します。 

106 

  

「第４期障がい福祉計画」の策定時に、

実施期間中の PDCAサイクルを推進す

ることになっている。平成２７年～平成２

９年現在まで期間の中で、課題の検討、

進捗状況の点検・評価は、いつ・どこの

セクションで、どの様な内容の検証をさ

れたのか。（同様他１件）。 

「第４期障がい福祉計画」については、自立

支援協議会で計画の実施状況について検討

しています。 

107 障がいに関するアン

ケートについて 

  

  

今後利用が希望されている障がい福祉

サービスは、相談支援が上位を占める

というが、障がい児にとってのニーズと

は異なる可能性がある。 

相談支援は、他の障がい福祉サービス利用

の前提となります。特に、障がい児について

は、専門的知見に基づいた相談支援が重要

と考えます。 

108 

 

アンケートの結果のグラフからは、”身

体障がい児の保護者の負担は大きくな

っている”という解釈が読みとれない。 

身体障がい児では、１級、２級の手帳所持者

が多く、常時介助を必要とする比率が高くな

っています。また、知的障がい等の重複も一

定割合確認できることから、介助する保護者

の負担は大きいものと理解しています。 

109 

 

障がいのある・なしに関わらず、区民が

共通して区に望む施策は、就労支援と

教育の充実とありますが、障がい児にと

ってのニーズとは異なる可能性があると

考えます。 

今回のアンケートでは、障がい児において

も、最も比率の高い回答が、教育の充実と就

労支援です。 

110 

 

 手帳を取得していない障がい者も対

象とするとされているが、アンケートを実

施する際には、手帳取得者を対象にし

ており、実態調査として不十分ではなか

ったのか。また、その問題点を事前に指

摘し、家族会、福祉施設、福祉サービ

手帳を所持しない方の場合、障がい受容に

ばらつきがあるため、全員を障がい者として

扱うことは困難です。今回は、手帳を所持し

ていない幼児については、児童発達支援事

業所を介して、調査を実施しています。 
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ス、医療機関などの利用者にもアンケ

ートを配布するなど、工夫や配慮をして

調査してほしいと要望したのに、しなか

ったのはなぜか。 

111   

 

 

 

 

 

 今回実施したアンケートは実態調査と

して不十分ではないか。特に精神障が

い者に対しては、必ずしも手帳を取得し

ているとは限らないのに、手帳所得者

の中から無作為に 1,200人に郵送し、

回答者はわずか 420人だったということ

だが、もっと丁寧な調査をする必要があ

るのではないか。 

手帳を所持しない方の場合、障がいを受容

にばらつきがあるため、全員を障がい者とし

て扱うことは困難です。また、精神障がいで

は、今回の調査による回答数で、統計学的に

十分な信頼性を確保しています。 

112   精神障がい者当事者の意見、要望、思

い等の真の声や生活実態を、どの様な

方法で聞き取り調査して把握され、策定

委員会等で意見が述べられたのか。 

今回、精神障がい者を含む障がい者にアン

ケートを実施し、ご指摘等をいただいていま

す。 

113   区内障がい者３１，３８７人のうち、この

障がい福祉計画にある福祉サービスを

利用している人は何人いるのか、福祉

サービスが受けられていない人はどの

様な福祉サービスを望んでいるのか、 

障がい当事者の要望、意見を把握され

ているのか。 

現在サービスを利用していない障がい者が

サービスを必要とする契機について、障がい

者や家族がどのような想定をしているか、今

回のアンケートで調査しています。 

114   区内の障がい者は３１，３８７人おり、受

給者証が発行されていない人は福祉サ

ービスを受けたくても受けられないの

か、福祉サービスを必要としない人なの

か、当事者本人が望む福祉サービスが

無いのか、行政は把握されております

か示してください。 

 

115 障がい福祉サービス

費について 

「近年中に 100億円を超える見込みで

す。」の文章は削除してほしい。 

費用とサービス量等を明確にすることで、よ

り良いサービスのあり方の検討につなげてい

きたいと考えています。 

116 

 

 障がい福祉サービス費は、平成 28年

度では 92億 1700万円とされている

が、そのほとんどが福祉サービス従事

者の報酬に使われているのではない

か。対して、サービスを利用している障

障がい福祉サービス費は、サービスの提供

事業者に対し、サービス提供の報酬として支

払われた公費を示します。 
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がい者にとっては、額面ほどの恩恵を

受けていると感じられない。費用の内訳

を示してもらいたい。 

117 その他 

  

  

  

目標を設定する際に経験論、精神論に

基づいた独りよがりの目標設定ではな

く、他の指導者等も理解できるようなア

セスメントに基づいた環境との相互作用

で検証した目標設定を望む。 

ご指摘のとおり、エビデンスに基づいた合理

的な目標を設定し、運営します。 

118 

 

障がい福祉サービス、地域生活支援事

業は、利用者の意向及びサービス提供

事業者の動向等を注視し、サービス提

供事業者の育成と安定運営に係るサポ

ートをしながら見込量の確保を図ってほ

しい。 

ご指摘のとおり、利用者の意向及びサービス

提供事業者の動向等に注視し、サービス提

供事業者の育成と安定運営に係るサポート

をしながら見込量の確保を図ります。 

119 

 

 「障害者基本法」「障害者総合支援法」

「障害者権利条約」「精神保健福祉法」

など、障がい者に関わる法令や制度に

ついて、行政職員をはじめ、障がい者福

祉に従事している人々は、誰がどの程

度理解しているか。しっかり熟知してい

るのは誰か。 

区に限らず、障がい福祉に関わる各担当が、

必要な範囲で、熟知するよう努めます。 

 

120    行政職員に「我が事・丸ごと」という意

識が足りないのではないか。障がい者

の事情を他人事とせず、丁寧に意見を

聴き取り、親身になって共に考え、誠実

に対応してほしい。 

121    板橋区行政においては、地域の障が

い者福祉を担う義務を負っているという

責任意識を持ち、主体的に、障がい者

福祉がどうあるべきか、しっかり検討し、

より具体的な計画を示して、広く区民か

ら賛同を得た上で、強力に施策を進め

てもらいたい。 

有識者や関係団体からなる障がい福祉計画

等策定委員会を開催し、障がい者福祉がどう

あるべきか、検討を重ねてきました。 

122   

 

 

 

 

 障がい者向けの支援を受けると、「こ

の先もずっと支援を受け続けていたい」

「より手厚い支援を受けたい」と考える

人もおり、その為にむしろ、障害程度を

維持しようとしたり、更に重度の認定を

就労継続支援や就労移行支援の利用者は

増加傾向にあり、また、一般就労し、自立す

る障がい者も、増加傾向にあります。 
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受けようとしたりする傾向があると感じら

れる。支援を受けた障がい者が、力をつ

けリカバリーし、自立に向かう為の支援

のあり方とは、どのようなものか。 

123    障がい者が安心して主体的に、音楽、

絵画、造形などの文化、芸術活動が行

える場を設置してもらいたい。 

文化芸術活動をはじめ、各施設の活動につ

いては、介護報酬や補助金等により、支援を

行っています。 

124    障がい者支援の施策として、地域振興

券と同様のものを障がい者に交付し、

一般のサービスをその券で利用できる

ようにしてもらいたい。一般社会の障が

い者に対する理解も促進され、サービス

の質も高まることが期待できる。 

現金給付等については、想定していません。 

125    ソーシャル・インクルージョンという観

点から、障がいの特性や、個々のライフ

ステージにおける事情の違いなども踏

まえて、どのような支援を行おうと考え

ているのか。 

本計画では、関連計画を含めた施策体系図

を作成しています。障がいの特性や個々のラ

イフステージに応じ、体系図に基づいて支援

を行います。 

126    障がい者支援とは、本人に代わって他

者が代わりにやってあげたり、やるべき

ことをやらなくても済むようにする事だと

考えている人が多いのではないか。 

今回のアンケートでご指摘のような調査をし

ていないので、明らかではありません。 

127    本来あるべき障がい者支援とは、障が

い当事者の意思や希望など主体性を尊

重することが最も大切で、本人ができる

だけ自分の望む活動ができるように力

をつける為のものであり、どうしても力

及ばない点をサポートするものではない

のか。 

障害者総合支援法の目的は、ご意見とほぼ

同様と理解しています。 

128   

 

 

 障がい者の経済的状況は、生活保護

を受給している人と、そうでない人との

格差があまりにも大きい。障がい者が生

活保護を受給しなくても済むように、経

済的な面での支援を拡充させ、生活保

護受給者との格差をなくしてほしい。 

障がい者に限らず、生活保護受給者や、保

護の対象となるおそれのある方の自立支援

について、取り組みます。 
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129   利用者の利便性向上のため、この計画

書に付表として、福祉サービスの項目ご

とに（イ）サービス提供の事業者名・（ロ）

利用出来る障がい名・（ハ）利用定員・

（二）所在地・（ホ）利用相談連絡先等を

掲載した一覧表を添付してほしい。 

サービス提供事業所については逐次新規指

定・廃止があるため、東京都の障害福祉サー

ビス情報をご確認いただくか、各福祉事務所

にお問合せください。 

130 

 

金銭面で余裕がない家庭で、負の連鎖

で悪い方にならないようにする方策も計

画に記載してほしい。 

ご指摘のとおり、負の連鎖にならないように、

支援体制を検討します。 

 

 

 


